
平 戸 市 監 査 公 表 第 84 号 

 

 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づく監査執行の結果を同条第９項の規定によ

り、次のとおり報告（公表）します。 

 

 

平成 25 年２月 25日 

 

平戸市監査委員 久 岡 一 夫 

 

平戸市監査委員 近 藤 芳 人 

 

 

第１ 監査の対象団体及び所管部署 

財団法人 平戸市振興公社 

対象とする施設等 

（１）道の駅昆虫の里たびら（田平支所産業建設課） 

（２）清掃事業（市民生活部市民課） 

（３）たびら昆虫自然園（観光商工部観光課） 

（４）田平学校給食共同調理場（教育委員会教育総務課） 

（５）生月町博物館・島の館（教育委員会文化遺産課） 

 

第２ 監査の期間 

平成 24年 10 月 16 日から平成 24年 10 月 17 日まで 

 

第３ 監査の概要 

（１）監査の種類 

地方自治法第 199 条第７項の規定に基づく財政援助団体等（指定管理者）監査 

（２）監査の対象とした事項 

① 対象団体 平成 23 年度事業のうち、平戸市から委託された事業の委託料又
は指定を受けた公の施設の管理事業に関する出納その他の事務の執行につ

いて 

② 所管部署 平成 23 年度事業のうち、市が平戸市振興公社に委託を行った事
業又は指定を行った指定管理事業に係る指定管理者に対する財務事務につ

いて 

 

第４ 監査の方法 



   今回の監査は次の事項を主眼として、あらかじめ提出を求めた資料に基づき、関

係者から説明を受けるとともに、関係帳簿及び書類等を調査し監査を実施した。 

  

（１）対象団体 

① 施設は関係法令（条例を含む）の定めるところにより適切に管理されている

か。 

② 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。 

③ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また、他事業

との会計区分は明確になっているか。 

④ 公の施設に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。また、領収書

類の整備、保存は適切になされているか。 

（２）所管部署 

① 公の施設の管理を行わせる団体の指定は、法、条例等に根拠をおいているか。 

② 指定管理者の指定は、適正、公正に行われているか。 

③ 管理に関する協定等の締結は、適正に行われているか。 

④ 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 

⑤ 管理に関する経費の算定、支出の方法、時期、手続き等は適正になされてい

るか。 

⑥ 事業報告書の点検は適切になされているか。 

⑦ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行って

いるか。 

 

第５ 監査の結果 

監査の対象とした平成 23 年度の団体の事務並びに当該団体に関する所管部署の

事務のうち、次に述べる事項については、改善、検討の必要があると認められたの

で、所管部署にあっては、団体に対する指導を含めて適切な措置を講ずるとともに、

団体にあっては、所管部署の指導に応じた適切な措置を講じられたい。その他の事

務については適正に執行されていた。 

なお、事務処理上軽易な問題点については、その都度善処を指示した。 

 

【指導事項】 

[平戸市振興公社] 

○たびら昆虫自然園 

(1) 施設内において、売店及び自動販売機を設置しているが、仕様書に基づき、

平戸市に対し目的外使用許可の申請を行い、許可を受けること。 

 

(2) 仕様書に規定してある施設のＰＲ業務及び入園者数増加の実現方策について、

企画内容が事前に田平支所へ提出されていない。 



○生月町博物館・島の館 

 (1) 基本協定第 20 条第２項の規定による、レクレーション傷害保険加入がなさ

れていない。 

 

＜参考＞指摘事項等の定義  

区 分 指摘事項 指導事項 意 見 

根 拠 地方自治法第199条第９項 地方自治法第199条第10項 

定 義 

法令等に違反し、

又は不当と認められ

るため、是正を求め

ること 

法令等に違反する事

項や不当な事項のうち、

取扱基準に照らして指

摘事項に該当しない軽

微なものであること 

監査結果（指摘等）に添え

て、組織及び運営の合理化に

資するために付す見解のこ

と 

措置済み

の水準 

 是正された状態に

なったこと 

 是正された状態に 

なったこと 
－ 

 

【参照条文】地方自治法  

第199条第９項 監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを普通地方公共団体の議

会及び長並びに関係のある教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、

公安委員会、労働委員会、農業委員会その他法律に基づく委員会又は委員に提出し、かつ、

これを公表しなければならない。 

第199条第10項 監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、当該普通地方

公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、前項の規定による監査の結果に関する報告

に添えてその意見を提出することができる。 

 

第６ むすび 

今回監査の結果、上記に記述する事項については、今後検討のうえ適正な処理、

改善に努められるよう望むものである。 

各事業については、関係各課、関係団体と連携調整を図りながら目的に沿った管

理運営に努め、今後も各事業の積極的な推進を図り、利用者の利便性の向上に努め

るとともに効率的かつ健全な管理運営を期待するものである。 

なお、所管部署にあっては施設を指定管理者に委ねるだけに止まらず、適切な指

導、助言を行うよう指導されたい。 

 


